
千葉県特別支援教育就学奨励事業実施要綱 

 

平成２４年１２月１４日制定 

平成２５年５月１５日一部改正 

平成２６年４月１日一部改正 

平成２７年４月９日一部改正 

                             平成２８年４月１日一部改正 

（事業の実施） 

第１条 千葉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、教育の機会均等の趣旨に則り、特別

支援教育を受ける幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者等（幼児、児童又は未

成年の生徒については、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者、成

年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。）の経済的

負担を軽減し、もって特別支援学校における教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、

特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、次の各号に掲げる経費について、その全部又は

一部を扶助する事業（以下「就学奨励事業」という。）を実施する。 

(1) 教科用図書の購入費 

(2) 学校給食費 

(3) 通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添に要する交通費 

(4) 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費 

(5) 修学旅行費 

(6) 学用品の購入費 

２ 就学奨励事業は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号。以下

「法」という。）、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号。

以下「令」という。）、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則（昭和２９年文部省令

第２０号）、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の属

する世帯の収入額及び需要額の算定要領（平成２６年４月１日付け２６文科初第２７号。以下「算

定要領」という。）、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料

及びこの要綱に基づき実施する。 

 

（児童等） 

第２条 前条第１項に規定する特別支援教育を受ける児童等は、次の各号に掲げる者をいう。 

また、これらの児童等が就学する学校を「各学校」という。 

(1) 千葉県の設置する特別支援学校に就学する幼児、児童又は生徒。 

(2) 千葉県に包括される市町村の設置する特別支援学校（以下「市立特別支援学校」という。）に

就学する幼児、児童又は生徒。 

(3) 千葉県の設置する中学校に就学する、学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程度

に該当する生徒。 

 

（就学奨励費） 

第３条 教育委員会が就学奨励事業により保護者等へ扶助する経費を特別支援教育就学奨励費（以

下「就学奨励費」という。）という。 

 

（支弁区分） 

第４条 保護者等の負担能力は令及び算定要領に基づき区分することとし、教育委員会がこれを決

定する。 

２ 前項により決定した区分を「支弁区分」という。 
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（支弁対象経費） 

第５条 就学奨励費の対象となる経費を「支弁対象経費」という。 

２ 支弁対象経費の範囲及び支弁区分による支弁の割合等は、別記に掲げるとおりとする。 

 

（就学奨励費の支給） 

第６条 就学奨励費は、各学校の学校長が金銭をもって当該学校に就学する児童等の保護者等へ支

給する。 

ただし、令第４条に規定する特別の事情がある場合は、現物をもって支給することができる。 

 

（支給の時期等） 

第７条 就学奨励費の支給の時期は、各学校の学校長が決定する。 

２ 各学校の学校長は、就学奨励費の支給に当たり、保護者等に支給明細書（任意様式）を交付す

る。 

 

（市立特別支援学校の特例） 

第８条 市立特別支援学校の学校長は、前条の規定により支給する就学奨励費について、次の各号

に定める書類を教育委員会へ提出する。 

(1) 特別支援教育就学奨励費請求書（第１号様式） 

(2) 特別支援教育就学奨励費総括表（第２号様式） 

(3) 特別支援教育就学奨励費個人別内訳書（第３号様式） 

２ 教育委員会は、前項の書類を審査の上、市立特別支援学校の学校長が指定する口座に、第５条

の規定により支給する就学奨励費を送金する。 

 

（就学奨励費の返還） 

第９条 各学校の学校長は、次の各号の一に該当する保護者等に対し、就学奨励費の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

(1) 保護者等が就学奨励費を目的外に使用した場合 

(2) 保護者等の事情により、就学奨励費の全部又は一部が必要なくなった場合 

(3) 保護者等が就学奨励事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年５月１５日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月９日から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 
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